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１、特区の規制改革の全国展開 

〇国家戦略特区は、「規制改革の突破口」であり、全国展開が制度の

本旨である。特区で規制改革を実現し、特段の問題がなければ全国

展開が原則である。 

 

＜国家戦略特区制度の流れ＞ 

１）まず特区限定でスピーディに規制の特例措置を実現 

２）特例措置の実施状況は、国家戦略特区法に基づき評価 

（年度ごとに区域会議が評価し、総理大臣に報告） 

３）適切に効果を発揮し、弊害の問題がなければ、速やかに全国展開 

 

（参考）「国家戦略特区基本方針」： 「規制改革の突破口という位置付けから、国家

戦略特区において措置された規制の特例措置は、その実施状況等について適切な評

価を行い、当該評価に基づき、その成果を全国に広げていくことが必要である。」 

 

〇しかし、平成 25 年の制度創設以来、全国展開に至った特例措置は

いまだ 10 件に達しておらず、全国展開されていない特例措置は実

現後 1年以上経過したものに限っても 30 件以上残されている。 

 

〇前回の特区諮問会議で、規制改革推進会議と連携して全国展開を

強力に推進すべきことを議論した。しかし、その後、実質的な成果

はほとんどない。 
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〇内閣府の特区事務局は、規制官庁に単に同調するのではなく、国家

戦略特区の立ち上げ時期の事務局のように、規制改革の推進役と

して自覚と責任を持って、特区制度の運用に務めるべきである。 

 

２、農業分野の規制改革について 

〇農業分野の「企業の農地所有」や「農業委員会」の特例措置は、特

区諮問会議において十分な成果が確認されており、全国展開を進

めるべき段階である。 

 

〇「企業の農地所有」に関しては、従来の措置（養父市限定で５年間）

の継続に向けて政務間の協議など努力が重ねられていることに敬

意を表する一方、「養父市限定」にとどめず、さらに全国展開に向

けた協議を早急に進めていただくようお願いしたい。 

この段階で、養父市限定を続ける事は、国家戦略特区制度の原則に

背くことである。 

（本来、規制改革の利益は、国民全体に広く享受されるべきであり、

一つの自治体だけに特別に利益が与えられる状態は好ましくない。

こうした状態があらぬ誤解を招くことは経験済みである。） 

 

〇ところが、農林水産省は、与党の反対を理由として、改めて規制改

革の必要性に立ち返って議論をやり直すよう求めている。これは、

国会で定められた法制度を無視する姿勢といわざるを得ない。 

 

〇農林水産省に限らず、規制所管省全般に対し、法制度に従った行政

運営を行うよう、改めて徹底をお願いしたい。 

 

〇また、農林水産省は、規制改革推進会議・農林水産ＷＧにおいて（農

業委員会の特例に関して）「特区の特例措置は活用されておらず、

全国展開すべきではない」などと、事実と異なる説明も行ってもい

る。官僚がこうした虚偽説明を政府会議や与党議員に対して行い、

政策決定を歪めることは、あってはならないことである。 

併せて政府内での徹底をお願いしたい。 
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３、スーパーシティについて 

〇スーパーシティの公募がスタートするが、ここからが肝要であり、

未来のデジタル社会の先行モデルを具現化できるよう、特区ワー

キンググループおよび内閣府で、さらに情報提供やサポートを強

化すべきである。 

 



農水省の説明

◆農業委員会の特例は、平成28年改正農業委員会法施行後は、特区適用は行わ
れていない。全て新しい制度で頑張るということで現場で尽力。

◆国家戦略特区10区域＝約300市町村のうち、適用は３市のみ。
→全国展開すれば、改正法の趣旨を没却。

令和2年11月30日規制改革推進会議・農林
水産ＷＧでの農林水産省説明資料



実際の運用状況

◆農業委員会の特例は、平成28年以降も継続して活用されており、毎年度の
評価で十分な成果を確認済み。
（令和元年度評価）
・農地への権利設定・移転に係る申請から許可までの事務処理期間の大幅な短縮の達成
・農地の流動化に寄与

◆３区域での活用は十分以上。（国家戦略特区は、全ての特区で一斉に同じ特例活用を想定した制

度ではない。農業に重点的に取り組むこととされている区域は養父市・新潟市）

→全国展開すべき段階。
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